
  

一 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
別
表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
を
定
め
る
場
合
に
は
、
日
本

人
の
子
と
し
て
出
生
し
た
者
の
実
子
の
実
子
を
含
め
、
日
本
人
の
子
孫
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 





  

三 

理 

由 

 

い
わ
ゆ
る
日
系
四
世
の
入
国
を
容
易
に
す
る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
同
法

別
表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
日
本
人
の
子
孫
に
対
す
る
配
慮
規
定
を
設
け
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  


